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令和 2 度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

分担研究報告書 

 

複雑事例のプロファイリングとセグメント化に関する研究 

研究分担者 壁屋 康洋  国立病院機構榊原病院 

 

研究要旨： 

本研究は村杉らによる「多様で複雑な事例の個別調査及び治療・処遇に関する研究」1, 2)と連携

して複雑事例の特徴を量的に分析し、実効性の高い治療や介入方法の開発につなげていくための

基礎資料とすることを目的とした。 

 令和 2 年度は、重度精神疾患標準的治療法確立事業から入院処遇 6 年を超える 104 名のデータ

と、平成 17 年 7 月 15 日の医療観察法制度開始から平成 30 年 9 月 30 日の期間に医療観察法入院

処遇となった 3,138 名のデータを得て解析を行った。 

複雑事例のセグメント化のため入院処遇 6 年を超える事例の転帰を比較すると、長期ないし頻

回の行動制限を受けた複雑事例中核群の約 4 割が処遇終了-入院に至り、約 6 割が通院処遇へ移行

していた。複雑事例中核群のうち処遇終了-入院に至った群と通院処遇へ移行した群とを比較する

と、診断や対象行為、初回入院継続申請時の共通評価項目の差は少ないが、退院申請時には多くの

点で差が生じており、長期の経過を経て改善し通院処遇へ移行する群と、改善しないまま処遇終了

-入院する群との差が生じていた。 

処遇終了-入院による影響を検証するため、再入院群・再処遇群・長期群・行動制限群・複雑事

例中核群の各群と転帰との関連をスピアマンの順位相関係数を用いて調べると、複雑事例中核群

(r=0.104)よりも行動制限群(r=0.216)の方が処遇終了-入院により大きな相関を認めた。初回入院

継続申請時の共通評価項目との関連をスピアマンの順位相関係数を用いて見ても、行動制限群に

は高い衝動性と興奮や怒り、精神病的なしぐさといった特徴が r>0.2の弱い相関で認められ、複雑

事例中核群には|r|>0.2以上のものは認められなかった。よって複雑事例中核群とは、行動制限群

のうち入院医療機関が 6 年間処遇終了申請をしなかった群と考えられる。医療観察法入院期間が 6

年を超える事例よりも、行動制限群や処遇終了-入院に至った事例の戦略的介入を検討すべきと考

えられた。 

処遇終了-入院の要因を検証するため、処遇終了-入院群、あるいは行動制限かつ処遇終了-入院

群を他の転帰の群と比較しても、|r|>0.2 以上の相関のある要因は認められなかった。行動制限群

のうちで処遇終了-入院となるまでの日数にもばらつきがあることから、処遇終了-入院となる要

因は本研究で解析に用いることのできた診断や対象行為、初回入院継続申請時の共通評価項目に

みられる状態像以外のところにあると考えられた。 

処遇終了-入院は全退院例の 1 割におよぶが、入院期間の長期化に干渉する要因であるとともに

もう一つの医療観察制度の課題である。今後は行動制限の要因の解析、行動制限群の改善に関わ



- 34 - 

 

る要因の研究、処遇終了時の状態像の分析が求められる。 

研究協力者（敬称略）  

 村杉謙次  国立病院機構小諸高原病院  

高野真弘  国立病院機構榊原病院  

 

Ａ．研究目的  

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」に基づく入院医療で

は、多職種チームによる治療を通じて多く

の事例が通院医療へ移行している一方、何

らかの理由で入院が長期化する、いわゆる

複雑事例への戦略的介入が課題となってい

る。本研究は、村杉らによる「多様で複雑

な事例の個別調査及び治療・処遇に関する

研究」 1, 2)と連携して複雑事例の特徴を分

析し、実効性の高い治療や介入方法につな

げていくことが目的である。平成 30 年度・

令和元年度の研究では、 (1)平成 30 年 4 月

1 日時点で医療観察法病棟に入院中の対象

者のうち、以下のいずれかに該当する対象

者のデータを用いてその特徴を分析した。

(ア )医療観察法入院期間が 6 年を超える

（n=20）、(イ)医療観察法再入院（一度入院

処遇ないし通院処遇を受けた後に入院処遇

となっている）あるいは再処遇（ 2 度目の

医療観察法処遇）による入院（ n=24）、(ウ)

行動制限（入院以来 5 回以上の隔離・合計

28 日間以上の隔離・ 1 回以上の拘束のいず

れか）を受けた（ n=72）。群間比較により、

入院が 6 年を超えるが（ウ）の行動制限の

基準に該当しない群は、入院 6 年以上かつ

（ウ）の行動制限の基準に該当する複雑事

例中核群に比べて対象行為が性暴力の事例

が多いといった特徴が認められたが、各群

の n が少ないため、十分な解析ができなか

った。研究最終年度の令和 2 年度は、重度

精神疾患標準的治療法確立事業（以下、 DB

事業）によるデータを活用し、複雑事例中

核群、あるいは行動制限群や長期群の特徴

を記述し、予測モデルの作成を試みること

を目的とする。ひいては、医療観察法入院

医療における複雑事例化を防ぐ方略を検討

することを目指す。  

なお、本研究は平成 30 年 3 月 23 日付お

よび令和 2 年 11 月 16 日付で国立病院機構

榊原病院倫理審査委員会より承認を得て行

っている。  

 

Ｂ．研究方法  

1. 調査対象  

対象(1) 平成 17 年 7 月 15 日の医療観察

法制度開始から平成 26 年 7 月 15 日までの

期間に医療観察法入院処遇となり、かつ入

院処遇期間が 6 年を超えるデータ（令和 2

年 7 月末時点）のうち、（ア）DB 事業に協

力しない 1 施設の事例、（イ）オプトアウト

の申し出のあった事例、（ウ）信頼性が担保

できない、明らかな瑕疵を認めたデータを

除外し、医療観察法データベース研究事業

運営委員会より提供を受けた 104 名のデー

タ。後述する統計解析においては、変数の

欠損値に対してペアワイズで除外した。  

対象(2) 平成 17 年 7 月 15 日の医療観察

法制度開始から平成 30 年 9 月 30 日の期間

に医療観察法入院処遇となった対象者のう

ち、上記（ア）～（ウ）を除外し、医療観

察法データベース研究事業運営委員会より
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提供を受けた 3,138 名のデータ（令和 2 年

7 月 31 日時点）。後述する統計解析におい

ては、変数の欠損値に対してペアワイズで

除外した。  

 

2. 倫理的配慮  

人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針に則り、データ収集する指定入院医療

機関および国立精神・医療研究センターの

医療観察法データベース研究事業運営委員

会にてポスター掲示によるオプトアウトを

行うとともに、住所・氏名など個人を特定

できる情報を削除し、連結不可能匿名化し

て研究分担者に送付の上、解析を行った。  

 

3. 統計学的解析  

 統計学的解析を以下の手順で実施した。  

1) 複雑事例中核群の転帰比較：村杉ら 1)

の定義した複雑事例中核群についてセグメ

ント化して分析するため、行動制限群に該

当しない長期群と転帰を比較した。なお、

ここでは対象(1)に含まれないが入院 6 年

を超える 1 名のデータを対象(2)から加え

た。  

2) 複雑事例中核群のうち処遇終了群と通

院移行群の共通評価項目の比較：複雑事例

中核群のセグメント化を推し進めて検証す

るため、複雑事例中核群のうち通院処遇へ

移行した群と処遇終了 -入院となった群の

共通評価項目を比較した。なお、共通評価

項目は平成 20 年 4 月に初版から第 2 版に

改訂、平成 31 年 4 月に第 3 版に改訂して

いるが、本研究では収集したデータで最も

評定の多い第 2 版のみを解析に用いた。  

3) 複雑事例中核群における静的要因の

差：複雑事例中核群のセグメント化の検討

をさらに進めるため、診断分類・対象行為

などの要因について、通院処遇へ移行した

群と処遇終了-入院となった群の比較をお

こなった。  

4) 再入院群・再処遇群・長期群・行動制

限群・複雑事例中核群の特徴の記述：対象

(2)を用い、全体のデータの中で複雑事例

中核群の位置づけを精査するため、再入

院・再処遇・長期入院・行動制限・複雑事

例中核群と転帰・診断や対象行為等の要因

との関連をスピアマンの順位相関係数を用

いて検証した。ここで 5 つの群として表記

しているが、再入院と再処遇は厳密には異

なること、長期入院と行動制限は重なり得

る要因であることから、 5 種の要因として

それぞれの有無を有 =1、無=0 とダミー変

数を用いて順位相関係数を算出した。また

これらはカテゴリごとの発生数であるため

本来はカイ 2 乗検定を行うべきところであ

るが、発生数の差が大きく有意性検定では

比較しにくく、効果量を見るために順位相

関係数を用いた。  

5) 再入院群・再処遇群・長期群・行動制

限群・複雑事例中核群の共通評価項目の関

連：4)をさらに推し進め初回入院継続申請

時第 2 版共通評価項目との順位相関係数を

算出して比較した。ここでも本来は分散分

析によって群間比較を行うべきところであ

るが、有意性だけでなく効果量を比較する

ために順位相関係数を用いた。  

6) 予測モデルの探索： ROC 曲線下面積（A

UC）を用いた予測モデルの探索を試みた。  

7) 退院時の転帰と各変数との相関：退院

時の転帰と診断や対象行為等の要因との関

連をスピアマンの順位相関係数を用いて検

証した。  

8) 退院時の転帰と共通評価項目の関連：

退院時の転帰と初回入院継続申請時第 2 版

共通評価項目との順位相関係数を算出して

比較した。  

 解析にはエクセル統計 (BellCurve○R  for

 Excel)を使用し、 p<0.05 を統計学的に有
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意とした。順位相関係数については |r|>0.

2 の弱い相関を基準に考慮した。  

 

Ｃ．研究結果  

1) 複雑事例中核群の転帰比較  

対象(1)のうち、転帰が転院であった事例

を除外し、村杉ら 1)の定義した複雑事例中

核群が 46 名、長期群が 59 名であった。複

雑事例中核群と長期群の転帰を表 1 に示す。

表 1 より複雑事例中核群 46 例中 12 例が処

遇終了で入院していた。期待度数が 5 を下

回る処遇終了-通院を除外してカイ 2 乗検

定を行うと、カイ 2 乗値=12.9、5%水準で統

計的に有意となり、残差分析では 1%水準で

複雑事例中核群に処遇終了 -入院が多く、長

期群に処遇終了 -入院が少ないことが示さ

れた。  

2) 複雑事例中核群のうち処遇終了群と通

院移行群の共通評価項目の比較  

 長期群に比して複雑事例中核群に処遇終

了-入院が多いことから、複雑事例化した末

に、精神保健福祉法入院による処遇終了を

行った事例が多いと考えられた。この検証

のため、複雑事例中核群のうち処遇終了 -入

院となった群と通院処遇へ移行した群との

退院申請時の共通評価項目の下位項目を比

較した（表 2）。併せて初回入院継続申請の

時点で両者に差があるか検証するため、初

回入院継続申請時の第 2 版共通評価項目の

各下位項目も比較した。特に処遇終了 -入院

となった群の退院申請時共通評価項目は、

退院申請時に第 3 版へ移行していた事例も

あるため n が少ないが、参考までに Brown-

Forsythe 検定を行った。その結果、初回入

院継続申請には【生活能力】とその 2 下位

項目、【衝動コントロール 3）先の予測をし

ない】の計 4 下位項目のみが 5%水準で有意

差が示された。一方で退院申請時には表 2

の計 38 の下位項目が処遇終了 -入院群より

も通院移行群の方が低くなった。通院処遇

移行群での共通評価項目での評定の改善を

検証するため、フリードマン検定によって

初回入院継続申請と退院申請時の各項目を

比較した。処遇終了 -入院群は両時点での評

定が揃っている事例が 4 例しかなく、検定

できなかったが、通院処遇移行群では計 28

の下位項目が 5%水準で有意に評定が低下

していた。【現実的計画】【治療・ケアの継

続性】とその小項目が改善するのは通院処

遇への準備が整うために当然としても、【精

神病症状】【内省・洞察】【衝動コントロー

ル】【ストレス】など多くの下位項目での改

善も認められた。  

3) 複雑事例中核群における静的要因の差  

 性別・診断分類・対象行為のそれぞれに

ついて、複雑事例中核群のうち処遇終了 -入

院となった群と通院処遇へ移行した群とで

フィッシャーの直接確率検定で比較した

（表 3）。表 3 のようにいずれも有意な差は

認められなかった。  

入院時年齢・入院処遇日数・隔離回数・

隔離総日数・拘束回数・拘束総日数・初回

隔離開始入院歴日・最終の隔離開始入院歴

日のそれぞれを Brown-Forsythe 検定にて

比較した（表 4）。表 4 のように隔離総日数

が処遇終了 -入院群の方が多く、最終の隔離

開始入院歴日が、処遇終了 -入院群の方が遅

かった。  

 なお犯罪歴等のデータについても回収し

たが、欠損値が多く、各群に有効データが

10 未満であったため、解析できなかった。 

 以上の結果より、年代・性別・対象行為・

診断などに明らかな差はなく、初回入院継

続申請時での共通評価項目（第 2 版）では

【生活能力】【生活能力 3)金銭管理】【生活

能力 11)生産的活動・役割】【衝動コントロ

ール 3）先の予測をしない】のみ差はあっ

たが他に差は見られないにもかかわらず、
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その後隔離が繰り返され、処遇終了 -入院へ

と至る群と、6 年以上の長期入院におよび

ながら状態の改善を得て通院処遇へ移行し

た群とがあることが示された。  

4) 再入院群・再処遇群・長期群・行動制限

群・複雑事例中核群の特徴   

 前項までの解析で、複雑事例中核群でも

隔離が繰り返されて処遇終了 -入院へと至

る群と、6 年を超えて状態改善を経て通院

処遇へ移行する群があることが明らかにな

った。本来ならばその差に至った治療介入

について検討したいが、治療介入のデータ

がないため、本研究では更に全体のデータ

の中での複雑事例中核群の位置づけを精査

する。そのため、村杉ら 1)の最初の分類で

ある再入院・再処遇・長期入院・行動制限

と複雑事例中核群について、対象(2)のサン

プルを用いて他の要因との関連を検証する。

前項までの解析より n が大幅に増え、有意

性検定の検出力が高まるため、前項までの

検定結果と比較ができるよう、ダミー変数

を用いて順位相関係数を算出した。  

 再入院群・再処遇群・長期群・行動制限

群・複雑事例中核群の各群と転帰とのスピ

アマンの順位相関係数を表 5、性別・入院

時年代・診断分類・対象行為とのスピアマ

ンの順位相関係数を表 6 に示した。5%水準

で有意となったものを太字で示したが、 n

が多いため、r>0.05 でも 5%水準で有意とな

っている。 |R|>0.2 の弱い相関以上を基準

とすると、行動制限群に処遇終了・処遇終

了-入院が多く、通院移行が少ないという結

果のみとなる。複雑事例中核群の処遇終了

-入院は r=0.104 に留まる。診断や対象行為

については、 5%水準で有意とはなるが、

|r|>0.2 となるものはなく、再処遇群と F6

（成人の人格および行動の障害）との相関

r=0.162 が最大であった。  

 処遇終了 -入院と行動制限群・複雑事例中

核群との関連を精査するため、表 7・表 8 に

クロス集計表を示した。行動制限群の 29%、

複雑事例中核群の 41%が処遇終了 -入院に

なっているが、処遇終了 -入院群に占める比

率では、行動制限群の占める割合は 30%で

あるのに対し、複雑事例中核群は 4%に留ま

る。このためいずれもカイ 2 乗検定で有意

で、処遇終了-入院となりやすいといえるが、

行動制限群はカイ 2 乗値 =126、 Cramer's 

V=0.215、複雑事例中核群はカイ 2 乗値

=29.6、Cramer's V=0.104 となり、行動制

限群の方が連関が大きい。  

 以上のことから、これまで複雑事例中核

群の特徴を精査するために解析を行ったが、

翻って見ると行動制限群の方が特徴が顕著

である。図 1・図 2・表 9 に行動制限群のう

ち処遇終了 -入院に至るまでの入院日数と、

通院処遇へ移行するまでの入院日数とを示

した。いずれも平均は約 3 年半、中央値は

約 3 年、最頻値は 2 年半～3 年だが処遇終

了-入院群の方が分散が大きい。  

5) 再入院群・再処遇群・長期群・行動制限

群・複雑事例中核群の共通評価項目の比較  

 再入院群・再処遇群・長期群・行動制限

群・複雑事例中核群の各群と初回入院継続

申請時第 2 版共通評価項目とのスピアマン

の順位相関係数を表 10 に示した。5%水準で

有意となったものを太字で示したが、 n が

多いため、r>0.05 でも 5%水準で有意となっ

ている。|R|>0.2 の弱い相関以上を基準と

すると、行動制限群において【精神病症状

4)精神病的なしぐさ】【非精神病性症状 1)

興奮・躁状態】【非精神病性症状 3)怒り】

【衝動コントロール】【衝動コントロール

1)一貫性のない行動】【衝動コントロール

2)待つことができない】【衝動コントロール

3)先の予測をしない】【衝動コントロール

5)怒りの感情の行動化】の計 8 項目が上回

ったのみであり、複雑事例中核群や他の群
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には 0.2 以上の弱い相関が認められた項目

はない。特に再処遇群は n が少ないことも

影響しているが、他の群とはやや異なる傾

向を示した。  

6) 行動制限群の予測モデル   

 本来であれば複雑事例中核群の予測モデ

ルを探索すべきであるが、表 6 にはいずれ

の群においても r>0.2 の弱い相関以上の要

因はなく、表 10 に示した初回入院継続申請

時共通評価項目において、 8 下位項目が行

動制限群において 0.2 以上の弱い相関を示

したが、複雑事例中核群では 0.2 以上の相

関を示す項目はなかった。ここから、複雑

事例中核群の予測は行わず、行動制限群の

予測モデルを探索した。 0.2 以上の弱い相

関を示した 8 下位項目を二項ロジスティッ

ク回帰分析に投入し、 0.2 を基準とする減

少法で変数選択したところ、【精神病症状

4)精神病的なしぐさ】【非精神病性症状 1)

興奮・躁状態】【衝動コントロール】【衝動

コントロール 1)一貫性のない行動】【衝動

コントロール 2)待つことができない】【衝

動コントロール 5)怒りの感情の行動化】の

6 項目が選択され、それぞれ 0.4312、0.2945、

0.2033、0.2283、0.2039、0.1983 の係数を

かけて加算することで AUC=0.745、6 項目の

単純加算でも AUC=0.741 を得た。しかし全

体の 14%に過ぎない行動制限群を予測する

には、オッズ比 4.61 である基準点 5 点を

用い、5 点以上で区切ると真陽性率 =0.68 に

対して偽陽性率=0.74 と偽陽性率が高くな

った。6 点以上で区切ると真陽性率 0.26、

偽陽性率=0.32 となり、全員陰性と判断し

た方が的中する水準にとどまった。  

7) 退院時の転帰と各変数との相関  

前項までの解析で、複雑事例中核群より

も、行動制限群、また処遇終了 -入院など

の退院時の転帰により大きな意味があると

考えられた。退院時の転帰と診断や対象行

為等の要因との関連をスピアマンの順位相

関係数を用いて検証した（表 11）。併せ

て、行動制限群かつ処遇終了 -入院となっ

た群についても順位相関係数を算出した。

表 11 でも 5%水準で有意となったものを太

字で示したが、|R|>0.2 の弱い相関以上を

基準とすると、診断や対象行為などに該当

する要因はなく、隔離日数と拘束日数を加

算した行動制限総日数と処遇終了 -入院群

に弱い連関が認められた。行動制限かつ処

遇終了-入院群が行動制限総日数と r=0.42

9 という比較的強い相関があるが、これは

行動制限が群の基準となっているため、当

然と言える。  

8) 退院時の転帰と共通評価項目の関連  

退院時の転帰と初回入院継続申請時第 2

版共通評価項目との順位相関係数を算出し

て比較した (表 12)。表 12 でも 5%水準で有

意となったものを太字で示したが、 |R|>0.

2 の弱い相関以上を基準として見ると、通

院処遇-家族同居群で【個人的支援】【コミ

ュニティ要因】【現実的計画 3)住居】【現

実的計画 7)キーパーソン】の 4 下位項目

がより低い方が通院処遇 -家族同居となり

やすいという弱い相関が認められた。処遇

終了-入院群および行動制限かつ処遇終了 -

入院群では。|R|>0.2 の弱い相関は認めら

れなかった。  

 

Ｄ．考察  

 本研究は医療観察法入院が 6 年を超える

長期群、および入院以来 5 回以上の隔離・

合計 28 日間以上の隔離・1 回以上の拘束の

いずれかを受けた行動制限群の両方の特徴

を併せ持つ複雑事例中核群の特徴を量的指

標から解析し、予測を試みることが当初の

目的であった。しかしながら、 1)複雑事例

中核群の転帰比較によってセグメント化を

試み（表 1）、2)複雑事例中核群のうちで処



- 39 - 
 

遇終了 -入院となった群と通院処遇へ移行

した群との共通評価項目の下位項目を比較

する（表 2）と、退院した複雑事例中核群の

うち約 4 割が処遇終了 -入院しているが、初

回入院継続申請の時点では両群の差は一部

で、退院申請（処遇終了申請／通院処遇申

請）の時点で共通評価項目の多くの下位項

目で差が生じていた。 3)複雑事例中核群に

おける静的要因の差を比較すると、診断や

対象行為などにも差がない（表 3）が、隔離

総日数と最終の隔離開始入院歴日に差があ

る(表 4)ことから、複雑事例中核群のうち

一部は 6 年を超えても改善して通院処遇へ

移行し、一方で処遇終了-入院した群は後ま

で隔離が繰り返されていることが分かる。  

 平成 30 年度、令和元年度の本研究 3, 4)で

は入院が 6 年を超えて退院した群のデータ

は収集していなかったために気づかれなか

ったが、量的解析による検証を経ると、入

院が 6 年を超え、かつ行動制限の多い一群

（＝複雑事例中核群）という分類が誤りで

はないかとの疑問が生じる。すなわち、行

動制限の多い一群がいる中で、期間の長短

はあれ治療経過の中で改善を得て通院処遇

へ移行した群と、医療観察法入院医療を断

念して処遇終了 -入院へと移行した群とし

て考えるべきではないか。  

 この疑問を検証するため、 4)再入院群・

再処遇群・長期群・行動制限群・複雑事例

中核群の特徴を比較した。効果量を見るた

めにスピアマンの順位相関係数を用いたと

ころ、n の多いカテゴリは統計学的に有意

となるが、 |r|>0.2 の弱い相関以上の連関

が見られたのは行動制限群のみであり、行

動制限群は通院処遇へ移行しにくく、処遇

終了退院、特に処遇終了 -入院になりやすい

（表 5）。5)再入院群・再処遇群・長期群・

行動制限群・複雑事例中核群の共通評価項

目の比較においては、行動制限群のみが 8

下位項目に弱い相関があり、初回入院継続

申請時点において特徴が表れていることが

認められた（表 10）。行動制限群は処遇終

了-入院：通院移行の比率が 1： 2 であり、

両者とも平均約 3 年半、中央値は約 3 年で

退院しているが、前者の方が分散が大きい

（図 1、図 2、表 9）。複雑事例中核群は、

表 9 のうち入院期間が 6 年を超える 29 例

と、データ収集時点で入院が継続していた

17 例を合わせた 46 例であるが、ここまで

の解析結果を踏まえると、複雑事例中核群

とは、行動制限群のうち、入院医療機関が

6 年間処遇終了申請をしなかった群と考え

られる。言い換えると、戦略的介入が求め

られるのは医療観察法入院期間が 6 年を超

える事例（＝複雑事例）ではなく、行動制

限群や処遇終了 -入院に至ってしまってい

る事例と考えるべきである。平成 30 年度・

令和元年度の研究では入院が続いていた事

例および再入院・再処遇・行動制限といっ

たカテゴリに該当する事例のみを収集して

解析した 1, 2, 3, 4)ため、退院時点の状態を

分析することができなかったことと、各要

因を連続する母集団の中で分析することが

できなかったために気づけなかったが、医

療観察法入院医療の課題は長期入院よりも

行動制限と処遇終了 -入院にあると捉える

べきと考えられる。  

 一方で処遇終了 -入院および行動制限か

つ処遇終了 -入院を含めた転帰と診断や対

象行為等の要因、初回入院継続申請時共通

評価項目との関連を検証した（表 11、表 12）

が、|R|>0.2 の弱い相関以上のものは行動

制限総日数しかない。よって表 10 の行動制

限群の特徴が最も顕著であると考えられる。

図 1・表 9 から行動制限群の処遇終了 -入院

までの日数のばらつきが大きいことを考え

合わせると、表 10 に見られる行動制限群の

特徴、すなわち高い衝動性と興奮や怒り、
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精神病的なしぐさが行動制限に相関してい

るが、そこから処遇終了 -入院に至るか、あ

るいはどの時期に処遇終了 -入院に至るか

は、本研究で検証できた対象者の要因以外

のものが含まれると考えられる。  

 

Ｅ．結論  

 本研究は医療観察法入院期間が 6 年を超

え、かつ頻回ないし長期の行動制限を受け

る一群を複雑事例中核群として捉え、複雑

事例化する要因を検討することが当初の課

題であった。しかしながら複雑事例中核群

のセグメント化から、 6 年を越えても状態

の改善を経て通院処遇へ移行した群と改善

せず処遇終了-入院に至る群とがあること、

処遇終了 -入院へ至ることは入院の長期化

よりも行動制限による影響が強いことが示

された。初回入院継続申請時の共通評価項

目を見ても、行動制限群には高い衝動性と

興奮や怒り、精神病的なしぐさといった特

徴が認められた。しかしその後に処遇終了

-入院に至るまでの期間にはばらつきがあ

り、診断や対象行為、共通評価項目に見ら

れる状態像の影響は小さいことが示された。 

 処遇終了 -入院は全退院例の 1 割におよ

ぶが、入院期間の長期化に干渉する要因で

あるとともに医療観察制度の課題である。

今後は行動制限の要因の解析、行動制限群

の改善に関わる要因の研究、処遇終了時の

状態像の分析が求められる。  
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